
　
二
月
に
起
き
た
大
阪
府
寝
屋
川

市
小
学
校
の
教
職
員
殺
傷
事
件
な

ど
を
受
け
、
学
校
の
危
機
管
理
意

識
を
高
め
よ
う
と
、
南
あ
わ
じ
警

察
署
が
二
月
二
十
四
日
に
「
安
全

対
策
研
修
会
」
を
開
催
。
市
内
の

幼
稚
園
と
保
育
所
、
小
中
高
校
の

教
師
ら
約
六
十
人
が
参
加
し
、
不

審
者
撃
退
法
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。 

　
研
修
会
で
は
、
ま
ず
今
富
良
助

署
長
が
「
安
全
で
安
心
し
て
遊
べ
、

学
べ
る
環
境
に
し
て
ほ
し
い
」
と

話
し
、
児
童
の
避
難
誘
導
訓
練
や

施
設
管
理
の
徹
底
、
自
主
警
戒
の

強
化
を
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。 

　
続
い
て
、
不
審
者
へ
の
対
応
や

護
身
術
の
実
技
訓
練
が
行
わ
れ
、

教
師
ら
は
「
さ
す
ま
た
」
の
使
い

方
や
、
机
や
イ
ス
を
用
い
た
防
御

法
な
ど
を
練
習
し
ま
し
た
。 

　
研
修
に
参
加
し
た
教
師
ら
は
「
日

頃
か
ら
校
内
外
の
警
戒
を
高
め
、

訓
練
も
繰
り
返
し
行
わ
な
け
れ
ば
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。 

　
一
月
十
一
日
に
誕
生
し
た
南
あ

わ
じ
市
消
防
団
（
七
十
八
分
団
、

団
員
総
数
二
千
二
百
二
十
六
人
）

は
、
旧
町
意
識
を
越
え
て
、
強
固

な
団
結
と
よ
り
一
層
の
士
気
高
揚

を
図
り
、
消
防
体
制
の
万
全
を
期

す
る
こ
と
を
目
的
に
『
結
団
式
』

を
三
月
二
十
日
、
三
原
健
康
広
場

で
行
い
ま
し
た
。 

　
式
で
は
、
団
員
約
千
五
十
人
と

消
防
車
四
十
二
台
が
堂
々
と
行
進

し
た
後
、
新
し
い
団
旗
が
中
田
市

長
か
ら
泰
地
昭
男
団
長
へ
手
渡
さ

れ
ま
し
た
。 

　
団
長
は
「
い
つ
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
東
南
海
地
震
な
ど
の
災

害
時
に
お
い
て
、
地
元
の
人
た
ち

の
顔
を
知
っ
て
い
る
消
防
団
へ
、

地
域
の
人
た
ち
が
寄
せ
る
期
待
は

大
き
い
」
と
訓
示
を
述
べ
ま
し
た
。 

　
最
後
に
、
団
員
が
一
致
団
結
し

て
、
小
型
動
力
ポ
ン
プ
を
回
し
、

八
本
の
ホ
ー
ス
か
ら
勢
い
よ
く
水

を
放
ち
ま
し
た
。 
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▼
新
し
い
団
旗
の
も
と
、団
員
千
五
十
人
が 

　
集
い
ま
し
た

▼
さ
す
ま
た
の
使
い
方
を
学
ぶ
教
師
ら 

南
あ
わ
じ
署
が
教
師
ら
に
指
導 

子
ど
も
を
不
審
者 

か
ら
守
る
技 

　
旧
四
町
の
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

が
合
併
し
、
南
あ
わ
じ
市
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
と
し
て
新
た
に
立
ち

上
が
り
ま
し
た
。
同
連
合
会
に
は
、

二
百
三
の
単
位
ク
ラ
ブ
に
一
万
二

千
百
五
十
九
人
が
所
属
し
ま
す
。 

　
二
月
二
十
五
日
、
三
原
公
民
館

大
ホ
ー
ル
で
、
「
発
会
式
」
が
行

わ
れ
、
同
会
幹
部
ら
約
四
百
人
が

出
席
し
ま
し
た
。
式
典
で
、
入
谷

博
文
会
長
が
「
地
域
づ
く
り
に
高

齢
者
が
担
う
役
割
は
大
き
い
。
女

性
も
積
極
的
に
組
織
や
活
動
に
参

画
し
て
い
く
環
境
づ
く
り
を
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
」
と
あ
い
さ
つ
を
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。 

　
そ
の
後
、
記
念
講
演
と
し
て
、

五
色
県
民
健
康
村
道
場
長
の
笹
田

信
五
さ
ん
が
健
康
医
学
に
つ
い
て

話
さ
れ
、
参
加
者
は
熱
心
に
耳
を

傾
け
て
い
ま
し
た
。
ま
た
舞
踊
な

ど
の
芸
能
発
表
も
行
わ
れ
、
式
典

に
花
を
添
え
ま
し
た
。 

▼
会
場
い
っ
ぱ
い
に
集
ま
っ
た
連
合
会
幹
部
ら 

高
齢
者
に
よ
る
一
層
の
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て 

南
あ
わ
じ
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
発
会
式 

地
域
密
着
の
防
災
組
織
を
目
指
し
て 

南
あ
わ
じ
市
消
防
団
結
団
式 

４
月
か
月
か
ら 

特
別
障
害
給
付
金
制
度

特
別
障
害
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す 

４
月
か
ら 

特
別
障
害
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す 

  高齢になっても自分らしく暮らしたい。誰もがそんな思い
を持っています。老後の不安を「安心」に変えるのが介護
保険制度です。社会全体で高齢者の介護を支える仕組みです。 
 
 
　介護保険は、必要な費用を皆様方の保険料と国・県・市
町の負担金でまかないます。今後高齢者や介護が必要な方
の増加により、介護サービス費用の増加が見込まれます。 
　安心して各種の介護サービスが受けられるように、65歳
以上の方の保険料は、各市町で３年毎に見直されることに
なっています。南あわじ市では合併により平成15年度に各
町で算定された保険料を見直し、平成17年度の保険料を決
定しました。前年中の所得や住民税の課税状況により段階
が決定され賦課されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　  納期は年６回（４・６・８・10・12・２月） 
●特別徴収（年金からの差し引き） 
○老齢・退職年金が年額18万円（月額1万5千円）以上の方 
　※偶数月に支払われる年金からあらかじめ差し引かれます。
　　老齢福祉年金、障害年金、遺族年金等からは差し引か
　　れません。 
●普通徴収（納付書・口座振替による納付） 
○老齢・退職年金が年額18万円（月額1万5千円）未満の方 
○老齢福祉年金、障害年金、遺族年金等の年金を受給され
　ている方 
○年度の途中で65歳になられた方や南あわじ市に住所を移
　された方 
　※納付書は各納期前に郵送しますので金融機関または総
　　合窓口センターで納付してください。 
　　口座振替の方へは各納期前に保険料額をお知らせしま
　　すので指定口座の残高をご確認ください。お支払いは、
　　納め忘れのない口座振替が便利です。 
▽問い合わせ　保険課介護保険係　☎44－3003

介護保険料の決め方 

介護保険料一覧 

支払い方法 

　高速バス榎列停留所の駐車場が22台分新たに増
設され、駐車可能台数が、普通車72台・軽自動車
23台になりました。 
　この駐車場は、高速バス利用者のために設置し
ていますので、利用者以外の駐車や長期間の駐車
はご遠慮ください。またゴミ等の放置をしないよう、
善良な使用をお願いします。 

高速バス榎列停留所の駐車場増設
▼新たに22台分増設された高速バス榎列停留所の駐車場 

65歳以上の方の介護保険料が決まりました 市  

政  

ひ  

ろ  

ば

　
国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
に
生
じ
た
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
障
害
基

礎
年
金
等
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
を
対
象
と
し
て
、
特
別

障
害
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。 

４ 
広報 

▽
対
象
者
　 

　
①
平
成
三
年
三
月
以
前
に
国
民 

　
　
年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ 

　
　
た
学
生 

　
②
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に

　
　
国
民
年
金
任
意
加
入
対
象
で

　
　
あ
っ
た
被
用
者
等
（
厚
生
年

　
　
金
・
共
済
組
合
等
の
加
入
者
）

　
　
の
配
偶
者 

　
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方
で
、

当
時
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
期
間
中
に
初
診
日

（
障
害
の
原
因
と
な
る
傷
病
に
つ

い
て
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
が
あ
り
、
現
在
、
障
害
基

礎
年
金
一
級
・
二
級
相
当
の
障
害

に
該
当
す
る
方 

 

▽
支
給
額 

　
・
障
害
基
礎
年
金
一
級
に
該
当 

　
　
す
る
方 : 

月
額
五
万
円 

　
・
障
害
基
礎
年
金
二
級
に
該
当 

す
る
方 : 

月
額
四
万
円 

　
支
給
額
は
、
毎
年
度
物
価
の
変

動
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
ま
す
。 

　
所
得
や
年
金
受
給
等
の
状
況
に

よ
り
支
給
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

 

▽
請
求
の
窓
口
等 

　
請
求
の
窓
口
は
、
各
総
合
窓
口

セ
ン
タ
ー
で
四
月
一
日
か
ら
受
付

を
開
始
し
ま
す
。 

　
障
害
認
定
等
の
審
査
、
支
給
事

務
は
、
社
会
保
険
事
務
局
（
社
会

保
険
庁
）
で
行
い
ま
す
。 

 

　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は
、
明
石
社
会
保
険
事

務
所
（
☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４

９
１
６
）
、
ま
た
は
兵
庫
社
会
保

険
事
務
局
（
☎
０
７
８
・
２
９
１
・

５
２
０
１
）
ま
で 

生活保護受給者、住民税非課税 
世帯で本人老齢福祉年金受給者 

住民税課税世帯であるが本人は 
住民税非課税 

本人が住民税課税で合計所得金 
額が200万円未満 

本人が住民税課税で合計所得金 
額が200万円以上 

世帯全員が住民税非課税 

第1段階 

段　階 対　象　者 計算方法 保険料（年額） 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

基準額×０.５ 

基準額×０.７５ 

基準額 

基準額×１.２５ 

基準額×１．５ 

１８,６００円 

２７,９００円 

３７,２００円 

４６,５００円 

５５,８００円 

※「合計所得金額」とは実際の収入から必要経費相当額を差し引いた額です。皆さ
　ん一人ひとりの保険料は、4月（仮算定）と7月（本算定）にお知らせします。 


